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① 令別表第1の該当する用途を記入する。 

② 無線通信補助設備に「その他」の用途を共用する場合，総務大臣は所轄総

合通信局長が認める他の用途を記入する。 

③④ 結合損失，伝送損失それぞれの標準値を記入する。 

⑤ 伝送損失の標準値を記入する。 

⑥⑦ 動力消防ポンプ設備概要表⑯⑰に準ずる。 

 

 

 

 

 


